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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】検査対象の表面の３次元計測を短時間で行うこ
とが可能な半導体装置の検査方法を提供する。
【解決手段】半導体装置の検査方法は、基板１０の上に
載置された半導体チップ１２、又は、半導体チップの上
に載置された金属部材１６に、基板の表面に対して傾斜
する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１の検
査光を照射し、第１の検査光が照射された半導体チップ
、又は、第１の検査光が照射された金属部材の第１の画
像を取得し、第１の画像に基づき、光切断法を用いて、
半導体チップ、又は、金属部材の第１の３次元情報算出
を行う。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上に載置された半導体チップ、又は、前記半導体チップの上に載置された金属部
材に、前記基板の表面に対して傾斜する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１の
検査光を照射し、
　前記第１の検査光が照射された前記半導体チップ、又は、前記第１の検査光が照射され
た前記金属部材の第１の画像を取得し、
　前記第１の画像に基づき、光切断法を用いて、前記半導体チップ、又は、前記金属部材
の第１の３次元情報算出を行う半導体装置の検査方法。
【請求項２】
　前記第１の３次元情報算出は、前記基板の表面を基準とする高さの算出、及び、前記基
板の表面を基準とする傾斜の算出を含む請求項１記載の半導体装置の検査方法。
【請求項３】
　前記基板の表面に対して傾斜し、前記第１の方向と異なる第２の方向から複数の互いに
平行な線状の第２の検査光を照射し、
　前記第２の検査光が照射された前記半導体チップ、又は、前記第２の検査光が照射され
た前記金属部材の第２の画像を取得し、
　前記第２の画像に基づき、光切断法を用いて、前記半導体チップ、又は、前記金属部材
の第２の３次元情報算出を行う請求項１又は請求項２記載の半導体装置の検査方法。
【請求項４】
　前記第１の３次元情報算出を行った後、前記第１の検査光のピッチよりも短いピッチを
有する複数の互いに平行な線状の第３の検査光を照射し、
　前記第３の検査光が照射された前記半導体チップ、又は、前記第３の検査光が照射され
た前記金属部材の第３の画像を取得し、
　前記第３の画像に基づき、光切断法を用いて、前記半導体チップ、又は、前記金属部材
の第３の３次元情報算出を行う請求項１ないし請求項３いずれか一項記載の半導体装置の
検査方法。
【請求項５】
　前記第１の画像の取得は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）カ
メラにより行う請求項１ないし請求項４いずれか一項記載の半導体装置の検査方法。
【請求項６】
　前記第１の画像の取得は、前記基板の法線方向に設けられた前記ＣＣＤカメラにより行
う請求項５記載の半導体装置の検査方法。
【請求項７】
　前記第１の検査光の照射は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）プ
ロジェクタにより行う請求項１ないし請求項６いずれか一項記載の半導体装置の検査方法
。
【請求項８】
　リードフレームの上に半導体チップを載置し、
　前記半導体チップの上に金属部材を載置し、
　前記金属部材の載置の前、又は、前記金属部材の載置の後の少なくともいずれか一方で
、前記半導体チップ、又は、前記金属部材に、前記リードフレームの表面に対して傾斜す
る第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１の検査光を照射し、前記第１の検査光が
照射された前記半導体チップ、又は、前記第１の検査光が照射された前記金属部材の第１
の画像を取得し、前記第１の画像に基づき、光切断法を用いて、前記半導体チップ、又は
、前記金属部材の第１の３次元情報算出を行ない、
　前記第１の３次元情報算出を行った後に、前記半導体チップ及び前記金属部材を樹脂に
より封止する半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記半導体チップ及び前記金属部材を前記樹脂により封止する際に、前記金属部材の表
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面を前記樹脂の表面に露出させる請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の３次元情報算出は、前記リードフレームの表面を基準とする高さの算出、及
び、前記リードフレームの表面を基準とする傾斜の算出を含む請求項８又は請求項９記載
の半導体装置の製造方法。
 
 
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置の検査方法及び半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、半導体製造工程の管理のために、リードフレームの上に載置された半導体チッ
プの外観検査や、半導体チップの上に載置されるコネクタや放熱部品等の金属部材の外観
検査が行われる。例えば、両面放熱を実現するために、封止樹脂の表面にコネクタや放熱
部品等の金属部材を露出させる半導体パッケージがある。このような半導体パッケージで
は、金属部材の表面の高さや、表面の傾斜の制御が、製品歩留りに直結する。また、外観
検査のスループットを上げることで半導体パッケージの製造コストが削減できる。したが
って、外観検査において、検査対象の表面の３次元計測を短時間で行うことが要求される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４８０３５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、検査対象の表面の３次元計測を短時間で行うことが
可能な半導体装置の検査方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様の半導体装置の検査方法は、基板の上に載置された半導体チップ、又は
、前記半導体チップの上に載置された金属部材に、前記基板の表面に対して傾斜する第１
の方向から複数の互いに平行な線状の第１の検査光を照射し、前記第１の検査光が照射さ
れた前記半導体チップ、又は、前記第１の検査光が照射された前記金属部材の第１の画像
を取得し、前記第１の画像に基づき、光切断法を用いて、前記半導体チップ、又は、前記
金属部材の第１の３次元情報算出を行う。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査対象の一例の模式図。
【図２】第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査対象の別の一例の模式図。
【図３】第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査システムの概念図。
【図４】第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射範囲を示す図。
【図５】第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射パターンを示す図。
【図６】第１の実施形態の半導体装置の検査方法の説明図。
【図７】第１の実施形態の半導体装置の検査方法の説明図。



(4) JP 2019-168328 A 2019.10.3

10

20

30

40

50

【図８】比較形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射範囲を示す図。
【図９】第２の実施形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射パターンを示す図。
【図１０】第２の実施形態の半導体装置の検査方法の検査範囲を示す図。
【図１１】第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す模式図。
【図１２】第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す模式図。
【図１３】第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す模式図。
【図１４】第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す模式図。
【図１５】第３の実施形態の半導体装置の製造方法を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本明細書中、同一又は類似する部材については、同一の符号を付し、重複する説明を省
略する場合がある。
【０００８】
（第１の実施形態）
　第１の実施形態の半導体装置の検査方法は、基板の上に載置された半導体チップ、又は
、半導体チップの上に載置された金属部材に、基板の表面に対して傾斜する第１の方向か
ら複数の互いに平行な線状の第１の光を照射し、第１の検査光が照射された半導体チップ
、又は、第１の検査光が照射された金属部材の第１の画像を取得し、第１の画像に基づき
、光切断法を用いて、半導体チップ、又は、金属部材の第１の計測を行う。また、基板の
表面に対して傾斜し、第１の方向と異なる第２の方向から複数の互いに平行な線状の第２
の検査光を照射し、第２の光が照射された半導体チップ、又は、第２の検査光が照射され
た金属部材の第２の画像を取得し、第２の画像に基づき、光切断法を用いて、半導体チッ
プ、又は、金属部材の第２の計測を行う。
【０００９】
　第１の実施形態の半導体装置の検査方法は、基板の上に載置された半導体チップの表面
、又は、半導体チップの上に載置された金属部材の表面の３次元計測方法である。
【００１０】
　図１は、第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査対象の一例の模式図である。図
１（ａ）は上面図、図１（ｂ）は図１（ａ）のＡＡ’断面図である。
【００１１】
　図１に示す検査対象１０１は、リードフレーム１０上に載置された半導体チップ１２で
ある。半導体チップ１２は、例えば、ＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）である。リードフレーム１０は、基板の一例
である。リードフレーム１０は、金属である。
【００１２】
　半導体チップ１２は、リードフレーム１０上に接着剤１４で固定される。接着剤１４は
、例えば、銀ペースト、又は、はんだである。
【００１３】
　図２は、第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査対象の別の一例の模式図である
。図２（ａ）は上面図、図２（ｂ）は図２（ａ）のＢＢ’断面図である。
【００１４】
　図２に示す検査対象１０１は、リードフレーム１０上に載置された半導体チップ１２、
コネクタ１６、及び、コネクタ１８である。半導体チップ１２は、例えば、ＭＯＳＦＥＴ
である。
【００１５】
　半導体チップ１２は、リードフレーム１０上に接着剤１４で固定される。接着剤１４は
、例えば、銀ペースト、又は、はんだである。
【００１６】
　コネクタ１６は、及び、コネクタ１８は、金属である。コネクタ１６、及び、コネクタ
１８により、半導体チップ１２とリードフレーム１０が電気的に接続される。例えば、コ
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ネクタ１６の一部は、モールド樹脂で封止された後、モールド樹脂の表面に露出し、放熱
部材としても機能する。コネクタ１６は、及び、コネクタ１８は、金属部材の一例である
。
【００１７】
　コネクタ１６、及び、コネクタ１８は、半導体チップ１２上、及び、リードフレーム１
０上に接着剤２０で固定される。接着剤２０は、例えば、銀ペースト、又は、はんだであ
る。
【００１８】
　図３は、第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査システムの概念図である。検査
システム５０は、第１のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）プロジェ
クタ５１、第２のＬＥＤプロジェクタ５２、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）カメラ５３、ステージ５４を備える。以下、検査対象が図２に示した検査対
象１０２である場合を例に説明する。
【００１９】
　ステージ５４は、検査対象１０２を載置する。検査対象１０２は、リードフレーム１０
、半導体チップ１２、コネクタ１６を有する。
【００２０】
　第１のＬＥＤプロジェクタ５１は、検査対象１０２に対し、リードフレーム１０の表面
に対して傾斜する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１の検査光を照射する。第
１の方向のリードフレーム１０の表面に対する傾斜角は、例えば、２０度以上７０度以下
である。
【００２１】
　第２のＬＥＤプロジェクタ５２は、検査対象１０２に対し、リードフレーム１０の表面
に対して傾斜する第２の方向から複数の互いに平行な線状の第２の検査光を照射する。第
２の方向は、第１の方向と異なる。第２の方向のリードフレーム１０の表面に対する傾斜
角は、例えば、２０度以上７０度以下である。
【００２２】
　ＣＣＤカメラ５３は、例えば、リードフレーム１０の表面の法線方向に設けられる。Ｃ
ＣＤカメラ５３は、第１の光が照射された検査対象１０２の画像を取得する。また、ＣＣ
Ｄカメラ５３は、第２の光が照射された検査対象１０２の画像を取得する。ＣＣＤカメラ
５３は、第１の光が照射された検査対象１０２の画像を、例えば、真上から取得する。ま
た、ＣＣＤカメラ５３は、第２の光が照射された検査対象１０２の画像を、例えば、真上
から取得する。
【００２３】
　第１の実施形態の半導体装置の検査方法は、検査システム５０を用いて検査対象の外観
検査を行う。以下、検査対象が図２に示した検査対象１０２である場合を例に、第１の実
施形態の半導体装置の検査方法を説明する。
【００２４】
　第１の実施形態の半導体装置の検査方法は、第１の検査光の照射、第１の画像の取得、
及び、第１の３次元情報算出を含む第１の３次元計測と、第２の検査光の照射、第２の画
像の取得、及び、第２の３次元情報算出を含む第２の３次元計測と、を備える。
【００２５】
　最初に、ステージ５４の上に、検査対象１０２を載置する。次に、検査対象１０２にリ
ードフレーム１０の表面に対して傾斜する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１
の検査光を照射する。第１の検査光は、第１のＬＥＤプロジェクタ５１により照射される
。
【００２６】
　次に、第１の検査光が照射された検査対象１０２の第１の画像を取得する。第１の画像
は、ＣＣＤカメラ５３によって撮像される。
【００２７】
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　次に、検査対象１０２に対し、リードフレーム１０の表面に対して傾斜する第２の方向
から複数の互いに平行な線状の第２の検査光を照射する。第２の方向は、第１の方向と異
なる。第２の検査光は、第２のＬＥＤプロジェクタ５２により照射される。
【００２８】
　次に、第２の検査光が照射された検査対象１０２の第２の画像を取得する。第２の画像
は、ＣＣＤカメラ５３によって撮像される。
【００２９】
　図４は、第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射範囲を示す図である。
図４の中の領域Ｌが、検査光が照射される領域である。第１の検査光及び第２の検査光は
、例えば、検査対象１０２の、コネクタ１６、コネクタ１８、半導体チップ１２、及び、
リードフレーム１０に対して一括して照射される。
【００３０】
　例えば、第１の画像、及び、第２の画像は、コネクタ１６、コネクタ１８、半導体チッ
プ１２、及び、リードフレーム１０の画像を含む。
【００３１】
　図５は、第１の実施形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射パターンを示す図であ
る。図５（ａ）は、第１の検査光の照射パターンの一例を示す図である。図５（ｂ）は、
第２の検査光の照射パターンの一例を示す図である。
【００３２】
　図５（ａ）、図５（ｂ）中、ハッチングを施した線状領域が、光が当たる領域である。
検査光は、互いに平行な線状のパターンを有する。検査光は、一定のピッチ（図５中のｐ
１）で線状領域が繰り返される。
【００３３】
　第２の検査光の線状領域は、第１の検査光の線状領域と斜交するパターンを備える。
【００３４】
　第１の画像を取得した後、第１の画像に基づき、光切断法を用いて、検査対象１０２の
第１の３次元情報算出を行う。第１の３次元情報算出では、例えば、検査対象１０２の表
面の形状、表面の高さ、表面の傾斜を算出する。第１の３次元情報算出は、例えば、コン
ピュータを用いて行われる。
【００３５】
　例えば、コネクタ１６の表面の高さ、及び、コネクタ１６の表面の傾斜を計測する。コ
ネクタ１６の表面の高さ、及び、コネクタ１６の表面の傾斜は、リードフレーム１０の表
面の高さ、及び、傾斜を基準とする。
【００３６】
　第２の画像を取得した後、第２の画像に基づき、光切断法を用いて、検査対象１０２の
第２の３次元情報算出を行う。第２の３次元情報算出では、例えば、検査対象１０２の表
面の形状、表面の高さ、表面の傾斜を算出する。第２の３次元情報算出は、例えば、コン
ピュータを用いて行われる。
【００３７】
　例えば、第１の３次元情報算出の結果と、第２の３次元情報算出の結果とを合わせて、
より精度の高い３次元情報の算出を行うことが可能である。
【００３８】
　第１の３次元情報算出の対象範囲、又は、第２の３次元情報算出の対象範囲は、例えば
、検査光の照射範囲全域である。言い換えれば、第１の実施形態の検査方法の検査範囲は
、検査光の照射範囲全域である。検査範囲は、所定の領域に限定されても構わない。例え
ば、検査範囲は、コネクタ１６の表面のみでも構わない。
【００３９】
　図６は、第１の実施形態の半導体装置の検査方法の説明図である。図６は、検査対象の
一例の模式図である。図６（ａ）は上面図、図６（ｂ）は、図６（ａ）のＣＣ’断面図で
ある。図６に示す検査対象１０３は、凸部１０３ａを備える。
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【００４０】
　図７は、第１の実施形態の半導体装置の検査方法の説明図である。図７は、第１の実施
形態の光切断法の説明図である。図７（ａ）は検査光の照射パターン、図７（ｂ）は、検
査対象１０３に検査光を照射した状態を示す。
【００４１】
　図７（ａ）に示すように、凸部１０３ａでは、高さが周囲より高いことで、検査光の線
状領域にズレが生じる。このズレを幾何学的に数値計算することにより、凸部１０３ａを
含む検査対象１０３の３次元情報算出を行うことが可能となる。
【００４２】
　具体的には、例えば、凸部１０３ａの表面の高さを、凸部１０３ａの周辺部の表面の高
さを基準として算出することが可能である。また、算出された高さから、例えば、凸部１
０３ａの表面の傾斜を算出することが可能である。
【００４３】
　次に、第１の実施形態の検査方法の作用及び効果について説明する。
【００４４】
　例えば、半導体製造工程の管理のために、リードフレームの上に載置された半導体チッ
プの外観検査や、半導体チップの上に載置されるコネクタや放熱部品等の金属部材の外観
検査が行われる。例えば、両面放熱を実現するために、封止樹脂の表面にコネクタや放熱
部品等の金属部材を露出させる半導体パッケージがある。このような半導体パッケージで
は、金属部材の表面の高さや、表面の傾斜の制御が、製品歩留りに直結する。また、外観
検査のスループットを上げることで半導体パッケージの製造コストが削減できる。したが
って、外観検査において、検査対象の表面の３次元計測を短時間で行うことが要求される
。
【００４５】
　図８は、比較形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射範囲を示す図である。図８の
中の領域Ｌ’が、検査光が照射される領域である。　
【００４６】
　比較形態の半導体装置の検査方法では、１本の線状の検査光を照射し、ラインセンサを
用いて、１本の線状の領域の高さを計測する。検査光は、例えば、レーザ光である。セン
サは、例えば、レーザセンサである。
【００４７】
　比較形態の半導体装置の検査方法では、一度に取得できる３次元情報は、１本の線状の
領域の高さのみである。したがって、例えば、検査対象の表面の傾きを計測することはで
きない。仮に、面状の領域の情報を取得しようとすると、１本の線状の検査光を走査して
計測を繰り返す必要がある。この場合、外観検査に長時間を要することになる。
【００４８】
　第１の実施形態の半導体装置の検査方法では、複数の互いに平行な線状の検査光を検査
対象に対して一括して照射する。そして、例えば、ＣＣＤカメラを用いて２次元画像を取
得する。得られた２次元画像から、広い領域の情報を一括して取得することが可能となる
。したがって、例えば、検査対象の表面の傾きを短時間で計測することが可能となる。
【００４９】
　第１の検査光を照射して得られる第１の画像に基づく第１の３次元計測に加え、第１の
検査光と異なる方向の第２の検査光を照射して得られる第２の画像に基づく第２の３次元
計測を行うことが好ましい。異なる照射パターンから検査対象の表面の情報を取得するこ
とにより、検査精度が向上する。
【００５０】
　第１の検査光の照射は、ＬＥＤプロジェクタにより行うことが好ましい。広い範囲に面
状に広がるパターンを検査対象に照射することが容易となる。
【００５１】
　以上、第１の実施形態によれば、検査対象の表面の３次元計測を短時間で行うことが可
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能な半導体装置の検査方法を実現できる。
【００５２】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態の半導体装置の検査方法は、第１の３次元情報算出を行った後、第１の
検査光のピッチよりも短いピッチを有する複数の互いに平行な線状の第３の検査光を照射
し、第３の検査光が照射された半導体チップ、又は、第３の検査光が照射された金属部材
の第３の画像を取得し、第３の画像に基づき、光切断法を用いて、半導体チップ、又は、
金属部材の第３の３次元情報算出を行う点で、第１の実施形態と異なっている。以下、第
１の実施形態と重複する内容については、一部記述を省略する。
【００５３】
　第２の実施形態の半導体装置の検査方法は、検査システム５０を用いて検査対象の外観
検査を行う。以下、検査対象が図２に示した検査対象１０２である場合を例に説明する。
【００５４】
　第２の実施形態の半導体装置の検査方法は、第１の検査光の照射、第１の画像の取得、
及び、第１の３次元情報算出を含む第１の３次元計測と、第３の検査光の照射、第３の画
像の取得、及び、第３の３次元情報算出を含む第３の３次元計測と、を備える。
【００５５】
　最初に、ステージ５４の上に、検査対象１０２を載置する。次に、検査対象１０２にリ
ードフレーム１０の表面に対して傾斜する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１
の検査光を照射する。第１の検査光は、第１のＬＥＤプロジェクタ５１により照射される
。
【００５６】
　次に、第１の検査光が照射された検査対象１０２の第１の画像を取得する。第１の画像
は、ＣＣＤカメラ５３によって撮像される。
【００５７】
　次に、第１の画像に基づき、光切断法を用いて、検査対象１０２の第１の３次元情報算
出を行う。第１の３次元情報算出では、例えば、検査対象１０２の表面の形状、表面の高
さ、表面の傾斜を計測する。第１の３次元情報算出は、例えば、コンピュータを用いて行
われる。
【００５８】
　次に、検査対象１０２に対し、リードフレーム１０の表面に対して傾斜する第１の方向
から複数の互いに平行な線状の第３の検査光を照射する。第３の検査光のピッチは、第１
の検査光のピッチよりも短い。第３の検査光は、例えば、第１のＬＥＤプロジェクタ５１
により照射される。
【００５９】
　例えば、第１の３次元情報算出の結果、異常が検出された場合に、異常個所の計測精度
を上げて、再度の検査を行う。再度の検査に第３の検査光を用いる。
【００６０】
　次に、第３の検査光が照射された検査対象１０２の第３の画像を取得する。第３の画像
は、ＣＣＤカメラ５３によって撮像される。
【００６１】
　図９は、第２の実施形態の半導体装置の検査方法の検査光の照射パターンを示す図であ
る。図９（ａ）は、第１の検査光の照射パターンの一例を示す図である。図９（ｂ）は、
第３の検査光の照射パターンの一例を示す図である。
【００６２】
　図９（ａ）、図９（ｂ）中、ハッチングを施した線状領域が、光が当たる領域である。
検査光は、互いに平行な線状のパターンを有する。検査光は、一定のピッチで線状領域が
繰り返される。
【００６３】
　第３の検査光のピッチ（図９（ｂ）中のｐ２）は、第１の検査光のピッチ（図９（ａ）
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中のｐ１）よりも短い。
【００６４】
　図１０は、第２の実施形態の半導体装置の検査方法の検査範囲を示す図である。図１０
の中の領域Ｘが、検査範囲である。領域Ｘは、コネクタ１６の一部に対応する。
【００６５】
　例えば、検査対象１０２の、コネクタ１６の一部のみについて、第３の３次元情報算出
を行う。例えば、コネクタ１６の一部が、第１の３次元情報算出で以上が検知された領域
である。
【００６６】
　第２の実施形態の半導体装置の検査方法によれば、ピッチの短い検査光を用いて、再検
査することにより、精度の高い３次元計測を実現することが可能である。
【００６７】
　第３の３次元計測の検査範囲を、第１の３次元計測の検査範囲よりも狭くすることが、
検査時間を短縮する観点から、好ましい。
【００６８】
　以上、第２の実施形態によれば、検査対象の表面の３次元計測を短時間で行うことが可
能な半導体装置の検査方法を実現できる。更に、精度の高い３次元計測を実現することが
可能である。
【００６９】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態の半導体装置の製造方法は、リードフレームの上に半導体チップを載置
し、半導体チップの上に金属部材を載置し、金属部材の載置の前、又は、金属部材の載置
の後の少なくともいずれか一方で、半導体チップ、又は、金属部材に、リードフレームの
表面に対して傾斜する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１の検査光を照射し、
第１の検査光が照射された半導体チップ、又は、第１の検査光が照射された金属部材の第
１の画像を取得し、第１の画像に基づき、光切断法を用いて、半導体チップ、又は、金属
部材の第１の３次元情報算出を行ない、半導体チップ及び金属部材を樹脂により封止する
。そして、半導体チップ及び金属部材を樹脂により封止する際に、金属部材の表面を樹脂
の表面に露出させる。第３の実施形態の半導体装置の製造方法は、第１の実施形態、又は
、第２の実施形態の半導体装置の検査方法を用いる。以下、第１の実施形態、又は、第２
の実施形態と重複する内容については、一部記述を省略する。
【００７０】
　第３の実施形態の半導体装置の製造方法は、封止樹脂の両面に金属部材が露出するパッ
ケージ、いわゆる両面放熱パッケージを有する半導体装置の製造方法である。
【００７１】
　図１１、図１２、図１３、図１４、図１５は、第３の実施形態の半導体装置の製造方法
を示す模式図である。図１１（ａ）、図１２（ａ）、図１３（ａ）、図１４（ａ）、図１
５（ａ）は上面図、図１１（ｂ）、図１２（ｂ）、図１３（ｂ）、図１４（ｂ）、図１５
（ｂ）は断面図である。図１１（ｂ）、図１２（ｂ）、図１３（ｂ）、図１４（ｂ）、図
１５（ｂ）は、図１１（ａ）、図１２（ａ）、図１３（ａ）、図１４（ａ）、図１５（ａ
）のＤＤ’断面図である。
【００７２】
　最初に、リードフレーム１０を準備する（図１１）。
【００７３】
　次に、リードフレーム１０の上に、接着剤１４を塗布する。接着剤１４は、例えば、銀
ペースト、又は、はんだである。
【００７４】
　次に、リードフレーム１０の上に、半導体チップ１２を接着剤１４により固定する（図
１２）。半導体チップ１２は、例えば、ＭＯＳＦＥＴである。
【００７５】



(10) JP 2019-168328 A 2019.10.3

10

20

30

40

50

　次に、半導体チップ１２の表面の第１の３次元計測を行う。まず、リードフレーム１０
の表面に対して傾斜する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１の検査光を照射す
る。そして、第１の検査光が照射された半導体チップ１２の第１の画像を取得する。そし
て、第１の画像に基づき、光切断法を用いて、半導体チップ１２の第１の３次元情報算出
を行う。例えば、半導体チップ１２の表面の形状、表面の高さ、表面の傾斜を算出する。
【００７６】
　次に、半導体チップ１２の上に、接着剤２０を塗布する。接着剤２０は、例えば、銀ペ
ースト、又は、はんだである。次に、半導体チップ１２の上に、コネクタ１６、及び、コ
ネクタ１８を固定する（図１３）。コネクタ１６には凸部１６ａが設けられている。
【００７７】
　次に、コネクタ１６の表面の第２の３次元計測を行う。まず、リードフレーム１０の表
面に対して傾斜する第１の方向から複数の互いに平行な線状の第１の検査光を照射する。
そして、第１の検査光が照射されたコネクタ１６の第１の画像を取得する。そして、第１
の画像に基づき、光切断法を用いて、コネクタ１６の第１の３次元情報算出を行う。例え
ば、コネクタ１６の表面の形状、表面の高さ、表面の傾斜を算出する。
【００７８】
　次に、半導体チップ１２、コネクタ１６、及び、コネクタ１８を図示しない金型を用い
て、モールド樹脂３０により封止する（図１４）。モールド樹脂３０は、例えば、エポキ
シ樹脂である。モールド樹脂３０は、樹脂の一例である。
【００７９】
　モールド樹脂３０により封止する際、コネクタ１６の一部を、モールド樹脂３０のリー
ドフレーム１０と反対側の表面に露出させる。モールド樹脂３０により封止する際、コネ
クタ１６の凸部１６ａが、モールド樹脂３０の表面に露出するようにする。なお、モール
ド樹脂３０の裏面には、リードフレーム１０の一部が露出する。モールド樹脂３０の表面
と裏面の両方に、放熱性に優れた金属が露出することになる。
【００８０】
　次に、リードフレーム１０を切断する（図１５）。
【００８１】
　以上の製造方法により、両面放熱パッケージを有するＭＯＳＦＥＴが製造される。
【００８２】
　例えば、半導体チップ１２の上に固定されるコネクタ１６の表面の高さや表面の傾斜が
、規定の範囲に収まらない場合を考える。この場合、モールド樹脂３０による封止後に、
コネクタ１６の凸部１６ａが、モールド樹脂３０に埋もれてしまうおそれがある。コネク
タ１６の凸部１６ａが、モールド樹脂３０に埋もれたＭＯＳＦＥＴは不良品となる。した
がって、コネクタ１６の表面の高さや表面の傾斜は、高い精度で管理される必要がある。
【００８３】
　第３の実施形態の半導体装置の製造方法では、ＭＯＳＦＥＴの製造途中で、半導体チッ
プ１２の表面の３次元計測、及び、コネクタ１６の表面の３次元計測を行う。したがって
、コネクタ１６の表面の高さや表面の傾斜を、高い精度で管理することが可能である。３
次元計測の結果は、例えば、各種プロセス条件にフィードバックされ、ＭＯＳＦＥＴの実
装歩留りの向上に寄与する。
【００８４】
　以上、第３の実施形態の半導体装置の製造方法によれば、ＭＯＳＦＥＴの実装歩留りが
向上する
【００８５】
　第１及び第２の実施形態では、半導体チップ１２が載置される基板がリードフレーム１
０である場合を例に説明したが、基板は、半導体チップが載置できる基板であれば、例え
ば、樹脂基板、セラミック基板、実装テープ等、その他の基板であっても構わない。
【００８６】
　また、第３の実施形態では、両面放熱パッケージを有するＭＯＳＦＥＴを例に説明した
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が、その他の半導体装置の実装工程に本発明を適用することが可能である。
【００８７】
　また、第３の実施形態では、第１の３次元計測、及び、第２の３次元計測の両方を行う
場合を例に説明したが、いずれか一方のみを行うことも可能である。
【００８８】
　また、第３の実施形態では、金属部材がコネクタ１６である場合を例に説明したが、モ
ールド樹脂３０の上に露出する金属部材は、例えば、コネクタ１６の上に接着された放熱
用部材であっても構わない。
【００８９】
　また、第３の実施形態では、半導体チップ１２の３次元計測、及び、コネクタ１６の３
次元計測の両方を行う場合を例に説明したが、いずれか一方のみを行うことも可能である
。
【００９０】
　また、第３の実施形態において、半導体チップ１２の３次元計測、又は、コネクタ１６
の３次元計測の際に、第２の検査光を用いた第２の３次元計測、又は、第３の検査光を用
いた第３の３次元計測を行うことも可能である。
【００９１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。例えば、一実施形態の構成要素を他の実施形
態の構成要素と置き換え又は変更してもよい。これら実施形態やその変形は、発明の範囲
や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれ
る。
【符号の説明】
【００９２】
１０　　　リードフレーム（基板）
１２　　　半導体チップ
１６　　　コネクタ（金属部材）
５１　　　第１のＬＥＤプロジェクタ（ＬＥＤプロジェクタ）
５２　　　第２のＬＥＤプロジェクタ（ＬＥＤプロジェクタ）
５３　　　ＣＣＤカメラ
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